
第６回十日町病院等の医療提供体制に関する検討会（資料）

十日町病院検討表（たたき台）
H20.9.5

※１　○：「たたき台」について、（比較的）同意している意見等、●：「たたき第」について、（比較的）同意していない意見等

※２　各委員等の意見について、できるだけ広く記載した。そのため、重複している箇所もある。
※３　修正「たたき台」の下線部分については、当初「たたき台」から修正した箇所

当初「たたき台」の内容 委員からの意見等 修正「たたき台」の内容 委員からの意見等

 　
　１　診療機能等

（１）地域医療の確保・充実 　
①役割 ・地域中核病院 ○現実には、亜急性・急性増悪、外来継続が必要な患者が

来院するのは避けられないが、原則は、あくまで、急性期
（増悪含む）や紹介・特殊外来に特化すべき。

・地域中核病院として地域完結型医
療を基本に提供体制を構築

○２次医療に特化した場合は、医師の疲弊がないの
で、効果的に医療行為を行うことが可能。

・原則として急性期や紹介外来に
特化

○往診、地域支援等を抱え込まないで、急性期に特化し、
医師が外に出ないで、常に救急、他院からの紹介、急病患
者に対応すべき。

・在院日数を縮減するとともに、周
辺病院等との紹介・逆紹介ネット
ワークを形成

○「周辺病院等との紹介・逆紹介ネットワークを形成」
は、病院、診療所、社会福祉施設等を視野において、あ
る程度、弾力的に行うことが必要。

・在院日数を縮減し、周辺病院等
へ逆紹介

○今後20年先、30年先を視野に入れて、患者主体の地域
完結型医療提供体制を望む。

○「在院日数の縮減」は、国の医療政策の流れでもある
ため妥当。

○地域中核病院として専門性と総合性を併せ持つ幅広く質
の高い医療の提供。

○例えば、がんの手術を行うかどうかの判断のとき、そ
の範囲を議論することが多いが、手術する範囲をできる
だけ残したいという意味での「地域完結型」という表現
は有効。

○十日町圏域の住民が圏外の病院で受けている全ての医
療に対応できれば理想。

○周辺病院への逆紹介については、医療機関に限ら
ず、社会福祉施設を含め広くとらえることが必要。

○急性期に特化した150～200床ということで対応し、周
りに100～150床の受入れ病院や受入れ施設があれば
経営上有利になると思う。

○慢性期の患者を病院で対応する場合、90日を超える
と後期高齢者は特定医療となり、診療報酬は、実際に
かかる費用より少なくなるので大赤字。

●１次医療についても対応する必要がある。（特に専門外
来）

○現十日町病院の医師をはじめ医療スタッフが、働き
がいがある病院のあり方を考えることが必要。

●「紹介外来に特化」を特徴とした理由が不明確。 ○１次医療、介護関係は、地元の十日町市で主体的に
担うことが必要。

●「紹介外来に特化」を特徴とした場合の影響に懸念。 ○病院が新しくなると１次医療、２次医療と患者が集ま
り、医師の疲弊が大きくなるため１次医療に関しては、
ある程度、絞る方がよい。

　 ●急性期や紹介外来に特化し、周辺病院への逆紹介とい
うことで、地域ニーズに対応できるか懸念。

●独歩来院の中にも重症患者が潜んでいることがあるの
で、紹介外来特化は懸念。

●通院は逆紹介で患者の負担を緩和できるのでよいと思う
が、入院患者は周辺病院での確実な受け皿が保障できる
のか懸念。

●最初から１次医療はやらないのではなく、ファーストコ
ンタクトとしての１次は病院で行い、診察した結果、他の
医療機関に紹介する方が効果的。

　 ●この地域の中核病院としては、是非共、１次からの外来
診療が必要。

●患者は自分の病気が１次医療か、２次医療か分から
ないので、１次も２次も来る。

●早い機会に、公設民営の運営主体を厚生連ありきで進
めており、県の考えどおりの機能を果たすことができるか懸
念。

●十日町圏域は開業医が少ないので、十日町病院が２
次医療のみしか診ないということはできない。

　救急医療においては、患者の症状に応
じた治療・紹介機能を確保した上で、地
域の中核的病院が具備すべき地域完結型
医療を基本に提供体制を構築する必要が
ある。
　そのためには、原則として、入院機能
は急性期に特化し在院日数を短縮、外来
機能は専門外来に特化するとともに、周
辺医療機関等との紹介・逆紹介ネット
ワークを形成する必要がある。

①当初「たたき台」（H20.6.23） ②修正「たたき台」（H20.7.30） ③報告書案
（H20.9.5）
【たたき台】

項　　目

資料１
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項　　目

●なにもかも抱えこんで、利潤を得る考えには賛同しない。 ●１次医療の内容によるが、患者には症状の把握は難
しいため、はじめは患者を受け入れ、慢性期や他の病
院で診る方がよい場合は、逆紹介した方がよいと思う。
病院を必要としているのは、救急を中心とした１次医療
である。

②病病・病診連携 ・地域連携センターを設置 ○急性期に特化が必要であるが、それを可能とするために
連携センター（部門）や連携パスの導入が不可欠。これがな
いと役割分担がうまくいかない。

・地域連携センターを設置 ○病院・病診連携は賛成。ただし。同一運営形態の病
院間の患者移送では、入院期間が通算される。厚生連
が新しい運営主体として名前があがっているが、仮に
新十日町病院（厚生連を運営主体と仮定）から、松代病
院（厚生連を運営主体と仮定）、厚生連中条病院に患
者を送っても、病病連携の診療報酬上のメリットは限ら
れると思われる。

○地域の病院同士が協力し合い、それぞれが地域内で持
てる機能を十分に発揮できれば患者にとって素晴らしい。

○いくつかの経営形態が違う病院が地域で混在し、役
割分担等で、うまく機能し、有機的に結び付くことが経
営的によい方法である。

（将来的には、地域医療支援病院
の可能性を検討）

（地域医療支援病院の可能性を検討） ○魚沼基幹病院（仮称）、長岡日赤病院等との連携を
どのように進めるか議論することも必要。

●「地域医療支援病院」については、紹介率、逆紹介率
の要件が高いため難しい。

●新十日町病院の役割としてファーストコンタクトに対
応すれば、（紹介率が低下するので）「地域医療支援病
院」は難しい。

・地域連携パスの整備 ○地域連携パスは、患者も自分がこれから受ける医療サー
ビスについて、その内容、実施時期、達成目標などを確認
できるので便利。

・地域連携パスの整備 ○「地域連携パス」は、病院間のネットワークを考えた
場合は不可欠。

○住民の意識改革も必要。 ○県保健医療計画の改訂作業とともに、医療連携がス
ムーズにいくように地域連携パスを整備することが必
要。

③オープンシステム ・オープン病床、機器の導入 ○できる範囲でオープンベットを確保する。 ・オープン病床、高度医療機器の共
同利用可能な体制整備

○「高額医療機器の共同利用」については、現在も、周
辺の医療機関から依頼され、医療機器を使って調べ、
資料と共に、患者を開業医等へお返ししてる。従来どお
りで妥当。

○高額医療機器の共同利用は、限られた医療資源をフル
に活用できることになり是非必要であり、早く償却できれば
次の最先端の医療機器の導入も可能。

○地元医師会との充分な協議調整が必要。

●オープン化は困難（地元医師会等も希望しない）と思わ
れる。高額機器についても病院が主体的に使用し、地域間
の情報提供を行う。

●他圏域の「オープン病床」に状況をみると、医師会の
利用は少ない。

　急性期入院機能と専門外来機能に医療
機能を特化した病院とするため、院内に
地域連携センターを設置する必要があ
る。
　さらに、病病（松代病院、津南病院、
中条病院、中条第二病院、上村病院
等）・病診連携において、患者の病態に
応じた円滑な移動環境を確保するため、
地域連携パスを整備する必要がある。
　また、現在も実施している周辺医療機
関からの高度医療機器を使用する検査依
頼についても、対応を継続する必要があ
る。
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項　　目

●「オープン病床」に関しては、紹介した医師（開業医
等）と病院との関係で、診療報酬が２重にかかるため、
開業医が紹介をためらうことがあると聞いている。

●「オープン病床」については、入院患者を、病院がき
ちんと診て、紹介した医師にお返しするということでよい
のではないか。

（２）腎不全医療（透析）・人工透析機能を整備 ○この地域の透析に関する悲願でもあり、是非、実現を願
う。

・急性期人工透析機能の整備。 ○急性期人工透析については、十日町病院は救急も
行っており不可欠。

○入院をして検査等を行った後、安心して透析治療をを受
けられるよう早急な機能整備を望む。

○慢性期人工透析は関係機関との調整が必要。

○透析を受けている患者とっては朗報。 ○慢性期人工透析は、新十日町病院の余裕スペース
を借りて行うこともできるのではないか。

○急性期・慢性期でも必要。これまで担当していた医療機
関との話合い必要。

○慢性期患者の急変時等に、治療ができる体制の確
保が必要。新十日町病院のスペースを小千谷総合病
院が利用して対応できるかも検討する必要がある。

○整備すべき最重要項目と思われる。 ○十日町圏域の人工透析の問題は、夜間や休日に、
患者が急変したときに、小千谷総合病院（小千谷市）に
入院する必要があり、新十日町病院で完結できれば便
利。
○人工透析関係の医師を派遣している新潟大学（第２
内科）が、地域にどのくらいの患者がいて、どの医療機
関に医師を派遣するか等も検討しており調整も必要で
あるため「たたき台」に慢性期人工透析を入れることは
妥当でない。
○十日町市で現在、慢性期人工透析を行っている小千
谷総合病院付属十日町診療所に対して、患者と医師を
新十日町病院へ移譲してもらうのは難しい。

●慢性期人工透析機能は不要。

【小千谷総合病院（検討会事務局ヒアリング）】
・慢性期人工透析は、小千谷総合病院付属十日町診療所
で対応し、急性期人工透析は十日町病院で対応するという
役割分担が妥当。

（３）リハビリセンター ・（急性期）リハビリテーション
機能を整備

○亜急性期までのリハビリ機能の強化は必要。 ・急性期リハビリテーション機能を整備 ○この地域で寝たきりを増やさないため、また介護病院
が不足する場合は、在宅リハまで広げて対応する必要
があるため、「センター」を持つ必要がある。

　地域の中核的病院として、地域内の慢
性期人工透析実施医療機関との連携のも
と、透析患者の急変時や入院時に対応で
きる、急性期人工透析機能を整備する必
要がある。

　地域の中核的病院として、治癒後のＱ
ＯＬ（Quality of Life）の向上のた
め、リハビリセンター（仮称）を設置
し、急性期（亜急性期を含む）リハビリ
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項　　目

○リハビリは介護と密接に完成するため、十日町市な
どの地元自治体の応援がないとできない。病院と自治
体で一緒に検討することが必要。

●不足しているリハビリ専門医の確保に懸念。 ○財源があっても、リハビリを担う人材を十日町病院で
育成しないと人材が育たない。そのため、ある程度、リ
ハビリを担う人材を抱え込めることが必要。

●不要 ○リハビリは重要であるが、新十日町病院ではどのレ
ベル（急性期、亜急性期、慢性期　等）を行うかは検討
が必要。

○地域連携パスの中では、例えば「脳卒中」の治療・手
術等の急性期リハビリは、手術した病院で行うことが基
本であり、その後にある程度のリハビリが必要であれ
ば、次の病院に移るということになるが、慢性期のリハ
ビリをどこで行うか懸念。

○新十日町病院では、「急性期リハビリテーション機能
を整備」という表現が妥当。慢性期リハについては、十
日町市、社会福祉施設等の取り組みを期待。

●「センター」と表現すると対外的に誤解を生む可能性
があるため「リハビリ部門」と表現した方が妥当。

●訪問リハビリテーションまで考えないと、現在の体制
で可能を思われる。

●圏域に相当の人口を抱えないと、リハビリセンターは
成立しないと思われる。どの程度のリハビリ機能を担う
か検討が必要。

（４）高度先進医療

①がん医療 ・がん治療・緩和センタ－設置 ○いくつかの「がん」について、重点的に（絞って）相当程度
の高度がん医療が可能になるようにする。他地区の拠点病
院との連携体制をしっかりさせる。

・地域のがん治療・緩和センター的
機能を整備

○高度先進医療は、やる気のある医師の拠り所とな
る。全部やるのは大変であるが、重点的に、たとえば、
ある「がん」については相当なところまでやり、それに
よって患者も病院を信頼するということになると思う。

○魚沼基幹病院（仮称）の機能を踏まえ、提供するがん医
療の範囲（放射線治療の実施など）について、それぞれの
役割分担を検討すべき。

○がん対するリニアックも、安く購入できるものがある
が、このような医療機器があると、幅広いがん手術等が
できる。

○「がん治療・緩和センター」で「センター」となると誤解
が生じる可能性がある。末期医療にも配慮する医療が
できる機能があればよいと思われる。

●緩和センターとして、独立的なものは設置の必要性が低
い。

○県立病院で難しいのは「外に出る医療」であるが経営
形態が変われば外の病院にも医師派遣でき、患者の紹
介・逆紹介だけではなく地域連携センターという意味の
「がん治療・緩和センター」という表現が妥当。

●患者の数に見合わない過剰な対応体制で難しいのでは
ないかと思われる。

○運営主体が変われば「外に出る医療」、例えば、末期
がん患者の訪問診療等がやりやすくなると思われる。

●不要

②周産期医療 ・周産期母子センター設置 ○長岡日赤との連携の範囲内で行う。 ・周産期母子センター的機能の整備 ○現状では、長岡赤十字病院の周産期母子センターを
利用している患者は少ない（10件程度/年）。

○魚沼基幹病院（仮称）の機能を踏まえ、必要性があるか
どうかについて検討すべき。

○昨今の全国的な産科医不足の中で、人の配置は難
しいかもしれないが、医療機器での対応ができるものに
ついては、新しい病院を整備する中で、今以上のものを
用意することは可能という意味で、「たたき台」のとおり
「周産期母子センター」に準じる機能が妥当。

○全国的な少子化、産婦人科の医師不足であるが、機能
や環境を充実させ、遠隔地の患者の受入れを望む。

○「周産期医療」については、産婦人科と小児科を充実
させるという方が妥当であり、現在、十日町圏域の周産
期医療の役割を担っている長岡日赤病院との連携もス
ムーズにいくと思われる。

　地域の中核的病院として、産婦人科と
小児科の充実に努めつつ、他地域の拠点
病院が有する周産期母子センターとの連
携体制のもと、地域の周産期医療機能を
整備する必要がある。

し、急性期（亜急性期を含む）リハビリ
テーション機能を整備する必要がある。

　地域の中核的病院として、他地域の拠
点病院との連携のもと、地域のがん治
療・緩和センター的機能を整備する必要
がある。

4



第６回十日町病院等の医療提供体制に関する検討会（資料）

当初「たたき台」の内容 委員からの意見等 修正「たたき台」の内容 委員からの意見等

①当初「たたき台」（H20.6.23） ②修正「たたき台」（H20.7.30） ③報告書案
（H20.9.5）
【たたき台】

項　　目

●患者の数に見合わない過剰な対応体制で難しいのでは
ないかと思われる。

○現在の十日町病院では、推定体重2000g未満の新生
児は他の医療機関に送っている。これを1500gまでは新
十日町病院で対応できないかということである。実際の
「周産期母子センター」は1000g未満が対象となっている
が、新十日町病院では24時間監視が必要というより、
1500gまで対応できる設備が必要となる。「センター」と
いう名称は、そのような機能に合っているか検討が必
要。
○「産科医・小児科医の充実」、「周産期母子センター
的機能に対応」できるという趣旨の表現が必要。

【立川綜合病院（検討会事務局がヒアリング）】
・循環器系の強化は人員の確保、費用の観点から難しい。
十日町病院は、今までどおり２次医療を堅持し、輸送手段
を強化し、長岡圏域の３次救急医療機関に搬送することが
現実的。

●「周産期母子センター」は重症の新生児を扱う施設で
あり、１人でも対応の必要があると目が離せなく大変で
ある。他の医療機関まで送るまでの設備は必要である
が、新十日町病院で完結的に対応するということは絶
対的に無理。

【長岡赤十字病院（検討会事務局がヒアリング）】
・十日町圏域から長岡赤十字病院ＮＩＣＵの利用は１０件程
度/年であり今後も対応が可能。新十日町病院は、機能を
高めるより現状を維持することが必要であり、３次医療の場
合は従来どおり、長岡赤十字病院への搬送が妥当。 【高度医療：その他の意見】

・「循環器系」の高度医療（心筋梗塞、大動脈の破裂
等）は、人や設備の面で中核病院で備えるのは難しい
面がある。ただし、循環器系の一般機能については必
要であり、それがないと医療レベルが維持できない面が
あり、現在の十日町病院でも対応。

・魚沼地域には、循環器系の高度医療に対応できる県
立病院はなく、六日町病院には対応できる医療機器が
あるが、循環器の医師がいないため対応できない状況
であり、これがしばらくは続くと思われる。

二次医療機能
⑯県医療機能調査より

※H16年度県医療機能調査より：（　）内は年間症例数

　２　施設規模等

（１）診療科 ・総合診療科、リハビリテーショ
ン科を新設し全16科とする。

○３つの科（総合診療科、リハビリテーション科、漢方内科）
の新設は望ましい。人材育成、人材確保を今から準備する
必要性がある。

・３科（総合診療科、リハビリテー
ション科、漢方内科）の新設

○新十日町病院は、現在の診療科に、３科（総合診療
科、リハビリテーション科、漢方内科）の新設することが
妥当。

　 ○心療内科は総合診療科と合せて考慮する。 　

【現在の診療科数：14】 ○地元出身漢方医（江戸時代の名医）にちなみ漢方内科を
設けてほしい。

　

○特色ある病院とするためにも漢方内科を要望。

　地域の中核的病院として、現在の診療
科に加え、３診療科（総合診療科、リハ
ビリテーション科、漢方内科）を新設す
る必要がある。
○　現在の診療科：14科
○　新設する診療科：３科
ア　総合診療科
　　患者の医療・健康問題に心と身体の
両面から総合的に対処することが求めら
れており、また、臨床研修医教育のため
にも新設する必要がある。
イ　リハビリテーション科
　　患者の治癒後のＱＯＬ（Quality of
Life）の向上が求められており、施術後
早期のリハビリテーションに対応するた
めに新設する必要がある。
ウ　漢方内科
　　地元出身漢方医（江戸時代の名医）
にちなむとともに、病院の特色とするた
めに新設する必要がある。

　

【参考】十日町病院

内科、神経内科、消化器科、心療
内科、小児科、外科、整形外科、
脳外科、泌尿器科、産婦人科、眼
科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔
科

1脳腫瘍（なし）、2頚部悪性腫瘍（な
し）、3咽頭腫瘍（なし）、4口腔腫瘍
（なし）、5肺腫瘍（9）、6乳腺腫瘍
（31）、7縦隔腫瘍（なし）、8食道腫瘍
（16）、9胃腫瘍（76）、10大腸腫瘍
（207）、11肝臓腫瘍、肝内胆管腫瘍
（13）、12子宮腫瘍(38）、13膀胱腫瘍
（31）、14前立線腫瘍(20)、15皮膚腫瘍
（18）、16骨腫瘍（3）、17脳血管障害
（開頭術）（22）、18脳血管障害（血管
内手術）(2)、19解離性大動脈瘤（な
し）、20ペースメーカー移植手術（な
し）、21冠動脈バイパス手術（なし）、
22PTCA（なし）
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第６回十日町病院等の医療提供体制に関する検討会（資料）

当初「たたき台」の内容 委員からの意見等 修正「たたき台」の内容 委員からの意見等

①当初「たたき台」（H20.6.23） ②修正「たたき台」（H20.7.30） ③報告書案
（H20.9.5）
【たたき台】

項　　目

●新たな診療科の追加は不要。

（２）病床数 ・275床程度（現状どおり） ○「急性期」に特化する場合は、現状の病床数（275床）程
度でよいのではないか。

・新設する３科（総合診療科、リハ
ビリテーション科、漢方内科）を含
め275床程度

○仮に厚生連が運営主体となった場合、厚生連の他の
病院との統合の可能性があり、275床では不足する可
能性があるが、具体的に決まっているわけではないた
め、検討会では現状の275床で話しを進めることが妥
当。

　

●地域内の他病院の病床減、慢性期患者の入院患者まで
対応する場合は、現状の病床数（275床）程度では不足す
る。

●他の病院との統合等を考えると、現在の275床では
足りなくなる可能性がある。

●急性期に専念することが必要であるため（他の検診等は
開業医に任せる）、100床～150床が妥当。

●新十日町病院の運営主体を厚生連が希望している
が、仮に、運営主体となり、新十日町病院、松代病院、
厚生連中条病院という３つの病院を担当すると、各々
の場所で、急性期と慢性期を分ける利点が少ない。理
由として、病院間で「特別な関係」があるため、診療報
酬等で有利とならない。そのため、効率的に、新十日町
病院に厚生連中条病院等の療養病床を取り組み全体
として300床を越えることもあり得る。

（３）手術室 ・未定 ・整備基本計画の中で決定

（４）建物面積 ・未定 ・「病床数（病棟）」、「地域連携のためのセンター機能」、「救
急部門」、「看護学校」などについては、当初から完備できな
い場合もあり得るため、将来に備え、需要の変化拡大に対
し、対応できるような準備が不可欠。（余裕スペース、建物
の強度設計など）

・整備基本計画の中で決定

（５）付帯施設 ・医師公舎：未定 ・女性医療スタッフが安心して仕事が続けられるように院内
保育所の設置が必要。

・整備基本計画の中で決定（院内保
育所の設置、利便施設［コンビ二
等］の誘致、効果的な敷地利用［緑
地確保等］を目指す。）・職員宿舎：未定 ・夜勤勤務の医療スタッフ、深夜、救急などで入院してきた

患者、家族のため、院内に24時間営業のコンビ二を入れる
　

・駐車場　　：未定 ・駐車台数の確保を望む。 　

　 ・患者にとって周辺環境（緑、自然、土地のゆとり）も必要で
あり、ある程度ゆとりのある敷地を望む。

　

（６）用地面積(場所） ・未定

※建設場所は、患者の利便性、イ
ンフラ状況等から総合的に判断。

　３　その他施設 ・看護大学の誘致 ○へき地病院等の看護師不足の現状から看護師養成機関
は必要。

・看護師等養成所（看護大学、看護
専門学校）の誘致を検討。

○看護大学誘致の他、広く専門学校を含め検討するこ
とが必要。

○県行政、新病院の運営主体の意向を考慮する必要。 ○県内の看護師不足は今後も続くと思われ、看護師等
養成所の必要性がある。ただし、この地域で設置する
必要があるか充分検討する必要あり。

○地元出身の看護師を養成することは大切であり大賛成。 ○看護師養成所を建設する場合は、体育館、寄宿舎等
が必要な場合があり、ある程度事前に検討することが
必要。

○病院に卒業生の確保ができるシステムである必要があ
る。

　

○場合によっては、看護専門学校でもよいので是非併設を
要望。

●地元からの進学希望者数が懸念。

○看護専門学校を望む。上越には県立看護大学があり、大
学卒業後、関東方面など、待遇のよい病院に就職するなど
リスクが高い。

●看護大学の場合、文部科学省が許認可を行うが、資
格審査が大変厳しい。

　中長期的に地域内の患者数は現在と同
程度と見込まれることから、地域の中核
的病院として、新設する３診療科（総合
診療科、リハビリテーション科、漢方内
科）を含め、275床程度を確保する必要
がある。

　検討結果報告書を踏まえ協議会（県、
十日町市）で策定する整備基本計画の中
で決定すべき事柄である。
　ただし、患者にとって望ましい療養環
境、職員にとって魅力ある勤務環境とす
るため、効果的な敷地利用（駐車場や緑
地の確保等）、利便施設（コンビニ等）
誘致や院内保育所の設置等を目指す必要
がある。
　また、建設場所については、患者の利
便性やインフラの整備状況等を総合的に
判断した上で、最適地とすることが望ま
れる。

　全国的なへき地病院等の看護師不足の
現状に鑑み、地元自治体が主体となっ
て、看護師等養成所（看護大学、看護専
門学校等）の誘致を検討する必要があ
る。
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第６回十日町病院等の医療提供体制に関する検討会（資料）

当初「たたき台」の内容 委員からの意見等 修正「たたき台」の内容 委員からの意見等

①当初「たたき台」（H20.6.23） ②修正「たたき台」（H20.7.30） ③報告書案
（H20.9.5）
【たたき台】

項　　目

●不要 ●設置の必要性を判断できる材料が少ない。本年度、
上越地区に、新たに看護専門学校が開校しており、実
際の入学者等の需要が予測しずらい。

　４　へき地医療 ・へき地医療支援病院 ○地元自治体の責任が大きい。行政、医師会、保健福祉
施設などが一体となって実施。病院はこれをサポートが原
則。

・へき地医療支援病院 ○現在、松代病院が受けている、眼科、整形外科等へ
の十日町病院からの医師派遣については、引き続き支
援が必要。

　 ・無医地区への巡回診療等を充実 　 ○現在もへき地医療支援病院であるが、実際には、地
元の医療機関が行かなくなった地区について、地元か
ら依頼され訪問診療を行っている。地元で対応できる場
合は、必要がないが、地元の要求があれば行かなけれ
ばならない。

・へき地診療所等への代診等 ●勤務医の負担が大きくなるので要検討。 　 ○臨床研修を考えると、訪問診療は、研修医に研修の
場を提供することとなり有効。

　 （松之山診療所等） ●急性期に特化する場合は無医地区への巡回診療は不
要。

　 ●新十日町病院が、急性期が中心となると、医師が忙
しくなる。その中で無医地区の巡回診療は大変であり、
この点については地域の診療所等が対応することが必
要。

　５　在宅医療 ・訪問診療等の実施、支援の充実 ○地元自治体の責任が大きい。行政、医師会、保健福祉
施設などが一体となって実施。病院はこれをサポートが原
則。

・在宅医療機能については病院と連
携しながら地元市が確保。

○「在宅医療」については、病院だけでなく、他の社会
福祉施設等との連携も必要。

（訪問診療、訪問看護、訪問リハ
ビリテーション等）

○十日町医療圏内にある他の訪問看護ステーションなどと
連携するための窓口があるとよい。

　 ○住民に身近な自治体が、住民に身近な医療提供に
ついて、国の財源措置（交付税措置等）があり、責任が
ある。福祉は地元自治体の役割でもあるため、病院と
の連携の中で、在宅医療、福祉は地元自治体が対応
することが必要。
○市の保健師も連携しならが対応することが必要。

●一次医療を専門外来のみとした場合、訪問診療を行うこ
とができなくなる。
●不要。

　６　救急医療 ・病院群輪番制に参加（２次救急
医療体制：現行どおり）。

○1次救急は、地元自治体、地元医師主体で行う必要があ
る。

・病院群輪番制に参加（２次救急医
療体制：現行どおり）。

○現在の十日町病院の救急医療は、対外的にも評価
されており、これを継続することが原則。

○院内にワークステーションを設置したり、治療スペースや
機器について院内のものを活用することが望ましい。

○ドクターカーは必要でる。現在、十日町病院は災害医
療支援チーム（DMAT）を保有しているが、これについて
は、救急車両と一緒になって行う必要があるので、救急
のワークステーションを病院の中に合築して組み入れる
ことが有効。

・24時間１次救急診療所併設（１
次救急医療体制）

○基本的に、新十日町病院（地域中核病院）が毎日対応する・24時間１次応急診療所併設（１次
救急医療体制）

○新十日町病院にワークステーションの関連スペース
の合築も可能。

※地元自治体、医師会が主体 ○ドクターカー制度を成功させるには、同乗する医師は当
番制にして、地元医師会の協力が必要条件となると思われ
る。

※地元自治体、医師会が主体 ○「たたき台」に「ワークステーションの併設」の記述が
妥当。

○１次救急診療所併設について強力に進めることが必要で
あるが、これについては住民の意識改革も必要。

・輸送手段の機能強化 ○現在、十日町病院が断らず救急患者を受けれて感謝し
ている。今後も現行どおりお願いしたい。

・輸送手段の機能強化

（ワークステーション併設：救急
隊員が常駐）

○十日町市は、交通アクセスが非常に悪い。輸送手段の機
能強化、ドクターカーの保有は是非お願いしたい。

※地元自治体等が主体。

※地元自治体等が主体。 ・ドクターカーは将来課題（関連ス
ペースは確保可）

●ドクターカーは、経費面から負担が大きいので要検討。

・ドクターカーの保有 ●ワークステーション、ドクターカーは負担が大きく必要性
は疑問。

　

●ドクターカーは不要。

【長岡赤十字病院（検討会事務局ヒアリング】
・十日町病院の２救急は患者をよく受け入れ理想的であり、
現状を堅持することが必要。

　地域の中核的病院として、病院群輪番
制に参加（二次救急医療体制を堅持）す
る必要がある。
　また、地元自治体と地元医師会が主体
となって24時間一次応急診療所の併設に
ついて検討するとともに、地元自治体に
おいて救急搬送機能の強化を図る必要が
ある。
　さらに、将来的なワークステーション
の併設やドクターカーの保有を可能とす
るため、施設内に関連スペースを確保す
る必要がある。
 なお、ヘリポートの設置については、
必要性の有無も含め、協議会（県、十日
町市）での整備基本計画策定作業の中で
検討することが望まれる。

　地元自治体、地元医師会及び地元保健
福祉施設が一体となって実施するへき地
医療について、地域の中核病院として支
援を検討する必要がある。

　地元自治体、地元医師会及び地元保健
福祉施設が一体となって実施する在宅医
療（訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ
テーション等）について、地域の中核病
院として支援を検討する必要がある。

7



第６回十日町病院等の医療提供体制に関する検討会（資料）

当初「たたき台」の内容 委員からの意見等 修正「たたき台」の内容 委員からの意見等

①当初「たたき台」（H20.6.23） ②修正「たたき台」（H20.7.30） ③報告書案
（H20.9.5）
【たたき台】

項　　目

　７　災害関係 ・地域災害支援拠点病院（現行ど
おり）

○非日常対応体制として、取り組みが必要。 ・地域災害支援拠点病院（現行どお
り）

○現在、災害医療支援チーム（DMAT）を保有しており、
十日町病院の意気込みを評価すべきであり、新十日町
病院でも保有することが必要。

（地域災害医療センター） （地域災害医療センター）

・災害医療支援チーム（DMAT）保有 ・災害医療支援チーム（DMAT）保有

　 　

　８　保健との連携 ・地域保健センターの併設 ○保健との連携については、「へき地医療」、「在宅医療」、
「福祉との連携」を一体に考えることが必要。

・地域保健センターの併設

・人間ドックの実施 ○自分の健康管理は自己責任の時代になり人間ドックは
当然必要であり、検査内容はできるだけ詳しく、精密なもの
を望む。

・人間ドックの実施について引続き
検討

○魅力ある内容（例：温泉療養、森林浴セラピー等）として、
圏域外の人を呼び込むことが必要。

○地域保健センターの併設には行政機構とのかかわりもあ
り慎重な対応が必要。

●不要

　９　福祉との連携 ・社会福祉施設等との連携、支援。 ○病院内の連携室の機能強化で対応。 ・社会福祉施設等との連携。

　 ○厚生省は社会的入院、療養病床の削減を進めており、そ
の受け皿となる福祉施設の増設や増床を図る必要がある。

○社会福祉施設入居者も高齢化が進んで、連携強化が望
まれる。

●1次医療を専門外来のみとした場合、施設との連携は制
限される可能性がある。

●「連携」はよいが、「支援」は不要。

１０　臨床研修指定病院 ・管理型病院（病院群臨床研修プ
ログラム等を実施）

○総合医療、地域医療に従事する医師の育成に重点を置
いて、全国レベルでの魅力あるカリキュラムを作る。思い
切った予算、人事配置（指導体制）が必要。

・管理型病院（病院群臨床研修プロ
グラム等を実施）

○臨床研修指定病院（管理型病院）は医師確保に重
要。ただし、中核病院レベルで行うことが並大抵ではな
いが、これをやることは有効。

（研修医にとっての魅力ある研修
プログラムの提供）

○前期研修、後期研修、専門医まで一貫できる体制が望ま
しい。

（研修医にとっての魅力ある研修プ
ログラムの提供）

○多くの研修医に来てもらうためには、魅力あるプログラム
は勿論のこと、他の病院と比較して、より一層内容豊富な
充実した研修と生活環境の整備（研修生用アパートなど）が
必要。

○へき地医療、松代病院のあり方とも関連づけて、地域医
療研修を行う病院として、大学あるいは関東圏の大学とも
連携することが必要。
○海外研修等を取り入れた魅力ある病院とすることが必
要。

　医学部の大幅な定員増が見込めない中
では、地域医療に従事する医師を地域で
自ら育成することが重要であり、そのた
めに、卒後早期にへき地を含む地域にお
ける医療サービスの意義を理解してもら
うことが肝心であることから、管理型臨
床研修病院として、思い切った予算・人
事配置（指導体制）のもと、全国レベル
での魅力あるカリキュラムに基づいた研
修を実施する必要がある。
　また、多くの研修医に来てもらうため
には、魅力あるプログラムの提供は勿論
のこと、へき地医療とも関連付けた地域
医療研修において関東圏の大学と連携し
たり、海外研修等を取り入れた魅力ある
病院とするとともに、研修環境（研修医
用アパート等）の整備　に努める必要が
ある。

　地域災害支援拠点病院として、十日町
圏域内の地域災害医療センターとしての
機能を充実する必要がある。
　また、災害が発生した市町村や医療機
関等からの支援要請前後における迅速な
対応を可能とするため、引き続き、災害
医療支援チーム（ＤＭＡＴ）を保有する
必要がある。

　へき地医療、在宅医療、福祉と一体に
考えた保健との連携を推進するため、地
元自治体が主体となって、地域保健セン
ターの併設を検討する必要がある。
　また、十日町圏域外の人を呼び込むた
め、魅力ある内容（温泉療養、森林浴セ
ラピー等）を持つ人間ドックの実施につ
いて、引き続き、検討する必要がある。

　社会福祉施設入居者の高齢化の進展に
対応し、退院後のケア体制の充実に向
け、連携強化を図る必要がある。
　なお、厚生労働省が社会的入院や療養
病床の削減を進めていることから、地元
自治体が主体となって、受け皿となる社
会福祉施設の増設・増床策を検討する必
要がある。
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第６回十日町病院等の医療提供体制に関する検討会（資料）

当初「たたき台」の内容 委員からの意見等 修正「たたき台」の内容 委員からの意見等

①当初「たたき台」（H20.6.23） ②修正「たたき台」（H20.7.30） ③報告書案
（H20.9.5）
【たたき台】

項　　目

１１　病院の経営形態等 ・公設民営（県立民営） ○経営母体は、当検討会がまとめた医療提供体制を尊重
し、着実に実行できる医療機関であり、また、採算が取れな
い赤字診療科でも縮小等をすることなくトータルで収支が合
えば可とする医療の公共性を重視する医療機関である必
要がある。これらの条件を満たす医療機関が無い場合は、
当分県立県営で対応する。

・公設民営（県立民営） ○公設民営が既定路線であり、十日町病院の経営形
態を考えた場合の大前提とり、民間病院を指定管理者
とした場合でも、県は条件をつけることとなる。

　 ○公設民営に同意するが、経営を担当した団体に関係ある
者のみに優遇しないこと。

　 　

●公設民営となった場合は、採算性はあるのか懸念。 ●PFIについては、他県事例も数件あるが、問題点とし
てリスク分担や追加負担等があり、大きな問題となって
いる。たたし、県立の施設を作る場合は必ず検討するこ
ととなっており、他の経営形態と共に検討するが、運営
に対するリスク、追加負担が経営に影響する可能性が
あるため慎重な対応が望まれる。

●公設民営と県立県営の分岐点等が不明。説明が不十分
である。細部まで説明する必要がる。

１２　医療スタッフの確保 ・大学医局等から医師派遣　　　　 ○現有スタッフの確保（移行）が最優先課題。 ・大学医局等から医師派遣　　　　 ○医師をはじめ、医療スタッフが確保できる病院を目指
すということで病院の役割等を考える必要がある。

○関東圏大学から「臨床研修指定病院」と連動して医師確
保。（研修医、指導医合せての派遣など）

○臨床研修病院として医師を確保することも必要。

○複数の大学医局と関係を保つ必要がある。 ○現十日町病院の医師をはじめ医療スタッフは、現在
の診療機能等を維持した新十日町病院で働きたいと考
えている。

○山間へき地の豪雪地方で、経験豊富な医療スタッフを確
保するため、他の病院とは異なる医師等の優遇策を講じる
必要がある。（住宅、生活環境の便宜等）

○「大学医局等から医師派遣」という記述は、表現とし
て少なく、検討が必要。

○医師が一定期間（５年等）勤務したら、本人が希望する病
院へ研修を受けさせる制度等も医師確保には有効。

○医療スタッフの確保をどのようにするのか懸念しており具
体的な対応策の検討が必要

　
１３　地元自治体の役割分担 ・病院施設周辺部のまちづくり

（地域資源の活用含む）
○地元自治体の覚悟（財政上の負担など）が必要。 ・病院施設周辺部のまちづくり（地

域資源の活用含む）
○市は病院周辺のまちづくりについて、その整備を市
が行うことは必要であり、病院が移転する場合の跡地
利用は責任をもたなければならない。

（想定されるもの） ・病院の跡地利用（病院が移転す
る場合）

○病院が移転した場合の跡地は、公園等にして、ヘリポー
ト確保や、緊急時の避難場所とし利用することも考えられ
る。

・病院の跡地利用（病院が移転する
場合）

○１次救急については、他圏域の地元自治体で行って
いるように、２次医療を担う病院医師の負担を少なくす
るため、病院の中に診療所を合築し、地元医師会が対
応し、その補助等を市が負担することが考えられる。

・24時間1次救急診療所の併設（地
元医師会と連携）

・24時間1次救急診療所の併設（地元
医師会と連携）

・公共交通機関との確保 ・公共交通機関を確保

　 　
１４　財政支援 ・国等の補助金、地方交付税交付金 ●採算性の低い政策医療は、運営主体に補填等の財政支

援があるのか調査することが必要。
・国等の補助金、地方交付税交付金

※国（総務省）は、公設民営化等
に係る地方財政措置の充実を検討
中。

※国（総務省）は、公設民営化等に
係る地方財政措置の充実を検討中。

　国（総務省）において、病院の公設民
営化に係る地方財政支援措置の充実が検
討されるなど、公設民営化後も、現在と
同程度の国等の補助制度や地方交付税措
置の適用が期待できる。

　経営母体には、当検討会が取りまとめ
た医療提供体制を尊重し、着実に地域内
の医療機関等との役割分担・連携に基づ
く医療提供を実行できる医療機関であ
り、かつ、採算が取れない赤字診療科で
も縮小等を行うことなく、病院トータル
で収支が合えば可とするような医療の公
共性を重視した医療機関であることが望
まれる。

　現有医師等の確保を最優先課題とし、
関東圏を含む複数の大学との関係を保ち
つつ、臨床研修の充実や魅力ある勤務・
生活環境の提供等の他病院とは異なる医
師等の優遇策を講じながら、大学医局等
からの医師派遣等を通じた確保を図る必
要がある。

　地元住民や自治体が中心となって、地
域全体で医師等の医療スタッフが来たく
なるような環境を作ることが必要であ
り、地元自治体の役割としては、病院施
設周辺部のまちづくり（地域資源の活用
を含む）、病院の跡地利用（病院が移転
する場合）、24時間一次応急診療所の併
設（地元医師会と連携）及び公共交通機
関の確保等が考えられる。
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